
 

令和８年２月 20日 

著作権法に基づき、登録確認機関の確認等事務規程を認可しました 

 
令和５年の著作権法の一部改正による改正後の著作権法では、民間機関である登録確認

機関が、未管理著作物裁定制度の申請の受付、要件確認、使用料相当額の算出の事務（確

認等事務）を担うことができるとされており、令和７年10月、文化庁長官は公益社団法人

著作権情報センターを登録確認機関として登録しました。 

この度、同センターから令和８年２月６日付けで確認等事務の実施に関する規程（確認

等事務規程）の認可申請がありました。これについて、同月９日付で文化庁長官から文化

審議会に諮問したところ、文化審議会より認可することが相当と答申がされたことから、

文化庁長官は、令和８年２月20日付けで添付のとおり認可を行いました。 

 

（お問合せ） 

 担 当：文化庁著作権課著作物流通推進室振興係 

 電 話：03-5253-4111（内線 2983） 

 E メール：chosakusuisin@mext.go.jp 

文化庁長官は、登録確認機関である公益社団法人著作権情報センターから申請のあ

った確認等事務規程を認可しました。 
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確認等事務規程 
 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人著作権情報センター（以下「センター」という。）が、著

作権法（昭和４５年法律第４８号。以下「法」という。）第１０４条の３４の登録を受けた

登録確認機関として法第１０４条の３５第１項の規定に基づき、法１０４条の３３第１項

の確認等事務の実施に関し、必要な事項を定め、公正かつ円滑な業務の遂行を図ることを

目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 著作者等 法第２条に定める著作者、実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線 

放送事業者をいう。 

二 著作権者等 著作権を有する者及び著作隣接権を有する者をいう。 

三 著作物等 法第２条に定める著作物、実演、レコード、放送及び有線放送をいう。 

四 確認等事務 法第１０４条の３３第１項第１号から第３号に定める事務をいう。 

五 申請者 法第６７条の３第１項の裁定を受けるために同条第３項に定める申請書を

センターに提出する者をいう。 

六 管理事業者 著作権等管理事業法（平成１２年法律第１３１号）第２条第３項に定め

る著作権等管理事業者をいう。 

七 使用料相当額 法第６７条の３第１項の通常の使用料の額に相当する額をいう。     

 

（基本方針） 

第３条 確認等事務は、この規程によるほか、関係する法令等に従って実施するものとする。 

 

（事務所） 

第４条 確認等事務を実施する事務所は、東京都中野区本町１丁目３２番２号ハーモニータ

ワー２２階に置く。 

 

（確認等事務を実施する時間及び休日） 

第５条 確認等事務を実施する時間は、休日を除き、午前１０時から１２時まで及び午後１
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時から５時までとする。 

２ 前項の休日は、次のとおりとする。 

 一 土曜日及び日曜日 

 二 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）で定める国民の休日 

 三 年末年始（１２月２９日から翌年１月４日まで） 

３ 第１項の時間及び前項の休日は、緊急を要する場合又は必要と認められる場合は、これ

を変更することができる。 

 

（職員の配置等） 

第６条 理事長は、法第１０４条の３４第３項の趣旨を踏まえ、確認等事務の遂行に必要な

職員を配置するものとする。 

２ センターは、前項の職員に確認等事務の遂行に必要な研修等を実施し、その知識及び技

術の向上に努めるものとする。 

 

第２章 確認等事務の実施に関する方法 

 

第１節 申請受付 

（申請書の受付） 

第７条 申請者から次の各号に掲げる資料を添付した申請書の提出があったときは、当該申

請書に必要事項が記載されているか否かを確認し、必要に応じて補正を求めるものとする。 

一 裁定に係る著作物等が法第６７条の３第２項の規定する未管理公表著作物等（以下こ

の条、第９条第１項及び第１４条第１項において「未管理公表著作物等」という。）であ

ることを疎明する資料 

二 当該未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者等の意思を確認するための措

置として文化庁長官が定める措置をとったにもかかわらず、その意思の確認ができなか

ったことを疎明する資料 

三 著作者が当該未管理公表著作物等の出版その他の利用を廃絶しようとしていること

が明らかでないことを疎明する資料 

四 その他文部科学省令で定める資料 

２ 前項の必要事項は、次に掲げる事項とする。 

 一 申請者の氏名又は名称（法人の場合はその代表者の氏名及び役職名） 

 二 申請者の住所又は居所 

 三 申請者（申請に係る担当者を含む。次号において同じ。）の連絡先電話番号 



 

3 

 

 四 申請者のメールアドレス 

 五 著作物等の利用方法及び利用期間 

 六 著作物等の題号、著作者等の氏名又は名称その他の当該著作物等を特定するために必   

要な情報 

 七 補償金の額の算定の基礎となるべき事項 

 八 その他文部科学省令で定める事項 

３ 申請者から第１８条に定める額の手数料が支払われたときは、申請書の受付をした年月

日及び受付番号を記載した申請書受付通知書及び手数料領収証を当該申請者に交付する。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 申請者が申請の取下げを求めたときは、その旨及び理由を記載した申請取下げ書を

センターに提出させるものとする。 

２ 前項の申請取下げ書の提出があった場合において、職員が当該申請に係る申請書につい

て第９条に規定する要件確認及び第１４条に規定する使用料相当額の算出に着手してい

るときは、直ちにこれを中止する。 

３ 前項に規定する場合、第１項の申請取下げ書並びに前条の申請書及び添付資料を第２３

条第２項に規定する方法で保管するものとする。 

 

第２節 要件確認 

 

（要件確認） 

第９条 職員は、第７条第３項の規定により受付をした申請書（前条第１項の取下げをした

ものを除く。以下同じ。以下単に「申請書」という。）について、次の各号に掲げる要件を

満たしていることを確認するものとする。 

一 当該申請書を提出した申請者が、令和７年文化庁告示第６号の第１条本文及び各号に

掲げるすべての措置を講じた上でも、法第６７条の３第１項第１号に規定する当該申請

書に係る著作物等の著作権者等の意思の確認ができなかったこと。 

二 当該申請書に係る著作物等が、未管理公表著作物等に該当すること。 

２ 前項第１号の意思の確認のための連絡が同号の申請者以外の第三者を経由して行われ

た場合、職員は、当該申請者に対し、その経過を証する資料を提出させるものとする。 

 

（資料等の提出） 

第１０条 申請書について前条第１項各号に掲げる要件を満たしていると確認することが
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困難な場合、職員は、当該申請書を提出した申請者に対し、必要に応じて資料の提出を求

めるものとする。 

 

（調査） 

第１１条 前条の資料に基づき第９条第１項各号に掲げる要件を確認するため必要がある

場合、職員は、自ら調査を行うことができる。 

 

（意見聴取等） 

第１２条 第９条第１項各号に掲げる要件を確認するため必要がある場合、職員は、管理事

業者、著作権関係団体等に意見聴取、照会その他の協力を求めることができる。 

 

第３節 使用料相当額算出 

 

（算出方法規程） 

第１３条 本節をもって法第１０４条の３５の算出方法規程とする。 

 

（使用料相当額の算出） 

第１４条 裁定の申請がされた未管理公表著作物等に係る使用料相当額は、次の各号に定め

る方法のいずれかにより算出するものとする。 

一 文化庁のウェブサイト上に公開されている裁定補償金額シミュレーションシステム

による算出方法 

二 申請者が法第６７条の３第１項の裁定を受けた実績がある場合における当該実績に

基づく算出方法（ただし、著作物等の種類、支分権及び利用方法が同一であって、算出

した方法に変更すべき事情が認められない場合に限る。） 

三 管理事業者の使用料規程のいずれかの規定を準用する算出方法（同一の種類の著作物

等、支分権及び利用方法において複数の管理事業者の使用料規程がある場合は、そのい

ずれか通常の使用料相当額の算出に適切なものとする。） 

２ 前項各号に定める方法によっては使用料相当額を算出することができない場合又は算

出することが適当でない場合は、次のいずれかを考慮して算出するものとする。 

 一 利用しようとする著作物等の分野に係る管理事業者又は著作者等が構成員となって

いる著作者団体等が有する知見を踏まえた算出方法 

二 当該利用において、裁定対象のものと併せて他の著作権者等の著作物等も利用する場

合は、他の著作権者等との交渉において同意が得られた使用料の算出方法 
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 三 申請者が過去に同様の事例で当該著作権者等から許諾を得たことがある場合は、その

際の使用料の算出方法 

 四 申請者が過去に同様の事例で別の著作権者等から許諾を得たことがある場合は、その

際の使用料の算出方法 

 五 前各号に掲げたもののほか、当該利用に係る使用料相当額の算出に当たり合理的と認

められる算出方法 

 

（許諾使用料額等との均衡） 

第１５条 前条の規定により算出される使用料相当額は、通常の使用料の額と均衡の保たれ

たものでなければならない。 

 

第４節 要件確認及び使用料相当額算出の結果の送付 

 

（結果の送付） 

第１６条 センターは、申請について第２節の要件確認及び前節の使用料相当額算出をした

ときは、その結果を記載した書面を申請書及び添付資料とともに文化庁長官に送付する。 

 

第５節 業務手順書の整備 

 

 (業務手順書) 

第１７条 センターは、確認等事務が、この規程に従って常に公正かつ適確に実施されるこ

とを確実にするため、確認等事務の実施に必要な具体的な方法及び手順を示した確認等事

務業務手順書（この条及び第２３条において「業務手順書」という。）を定め、これに従っ

て確認等事務を職員に行わせるものとする。 

２ 業務手順書には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 申請書の記載内容及び添付された資料が著作権法その他の関係法令に適合している

ことを確認するための具体的な方法及び手順 

二 確認等事務の具体的な方法及び手順 

三 その他確認等事務を実施するために必要な事項 

３ センターは、業務手順書を最新の状態に維持し、職員がいつでも利用することができる

よう徹底するものとする。 
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第３章 手数料 

 

（手数料の額） 

第１８条 第７条第３項の手数料の額は、著作権法施行令（昭和４５年政令第３３５号）第

８条第２項に定める額とする。 

 

（手数料の納付方法） 

第１９条 前条の手数料は、センターが指定する銀行口座に振込送金（申請者と同じ名義に

よるものに限る。）の方法その他センターが指定する方法により納付する。 

２ 前項の納付に要する費用は、申請者の負担とする。 

 

（手数料の返還） 

第２０条 納付された手数料は、過誤納の場合を除き、返還しない。 

 

第４章 帳簿及び書類の保存 

 

第１節 帳簿 

 

（帳簿） 

第２１条 センターは、法第１０４条の４０の規定に定める確認等事務に関する帳簿（以下

「確認等事務帳簿」という。）を事務所に備え置くものとする。 

２ 確認等事務帳簿は、センターが文化庁長官に引き継ぐまで保存する。 

 

（確認等事務帳簿への記載） 

第２２条 確認等事務帳簿には、申請書ごとに次の事項を記載するものとする。 

一 裁定の申請に係る受付番号 

二 裁定の申請を受けた年月日（申請の取下げをした場合はその年月日及びその理由） 

三 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

四 著作物等の題号、著作者等の氏名又は名称その他確認等事務に係る著作物等を特定す

るために必要な情報 

 五 要件確認及び使用料相当額算出の結果 

 六 前号の結果を文化庁長官に送付した年月日 

七 手数料の納付及び返還の年月日 
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第２節 書類の保存 

 

（書類の保管） 

第２３条 センターは、次に掲げる書類を事務所に備え置く。 

一 確認等事務規程 

二 業務手順書 

三 申請書及び添付資料の写し（第８条の取下げに係る資料はその原本） 

四 前条の確認等事務帳簿その他確認等事務の遂行に必要な書類等 

２ 前項第３号に掲げる書類は、申請書ごとに区分してセンターが確認等事務を廃止するま

で保存する。 

 

（指定補償金管理機関に対する協力） 

第２４条 センターは、指定補償金管理機関から補償金管理業務に係る情報の提供その他の

要請があった場合、当該要請に協力するよう努めるものとする。 

 

第５章 会計 

 

（区分経理） 

第２５条 センターは、登録確認機関としての経理について、収入及び支出を勘定科目に従

い明確に区分して整理する。 

２ 前項の登録確認機関としての経理は、センターの他の業務に係る経理と明確に区分して

整理する。 

 

（資金） 

第２６条 登録確認機関の資金は、納付された手数料をもって充てる。 

 

第６章 秘密保持 

（秘密保持） 

第２７条 センターの役員及び職員（雇用の形態を問わない。）は、業務上知り得た情報その

他の秘密を他に漏えいしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 
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第７章 雑則 

 

（細則への委任） 

第２８条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し、必要な事項は細則で定め

ることができるものとする。 

２ 前項の細則を定めたときは、理事会の承認を経た後、文化庁長官に届け出るものとする。 

 

（確認等事務の休廃止） 

第２９条 センターが確認等事務を休止し、又は廃止するときは、理事会の決議を経て文化

庁長官の許可を受けなければならない。 

 

附 則 

この規程は、令和８（２０２６）年４月１日から施行する。 
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